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都）、八尋八郎（弁護士、福岡県）、山本政道（弁護士、埼玉県）、若松英成（弁護士、愛

知県）、脇山拓（弁護士、山形県）
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[私たちの要望事項]
１　2013参院選に向けて、9条改憲に反対し、脱原発を支持する政党などが、直ちに話し合

いを開始し、平和といのちを守る政党連合（仮称）を結成すること。

２　2013参院選の以前から、平和といのちを守る政党連合（仮称）と市民が相互に協力し
て、全国各地で、演説会、シンポジウム、街頭宣伝などに取り組むこと。

[私たちが上記のことを要望する理由]
　私たちは、安倍内閣が「景気対策最優先」などと当面はソフトなムードを振りまきつつ、来
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る 2013参院選で圧勝し、参議院の議席において改憲勢力３分の２以上を実現して、９条改
憲に向けて暴走することを心配しています。アジアの国際的緊張を激化させ、日本を戦争す

る国に変え、国民の自由と人権を大きく制限することにつながる９条改憲に、私たちは反対

です。

　安倍内閣は“経産省内閣”とも言われており、野田内閣の路線は継承しないと宣言して

います。「フクシマの復興」が叫ばれる一方でフクシマの心は踏みにじられ、泊原発、伊方原

発、川内原発、柏崎刈羽原発の再稼動が近いと噂されています。私たちは、脱原発に逆行する

原発の再稼動を絶対に認めることができません。

　それゆえ、2013参院選を通じて、参議院において、９条改憲反対・脱原発を支持する議員
が３分の１以上になることは、私たちの心からの強い願いです。

　しかしながら、９条改憲反対、脱原発を願う政党は、私たちの目からみてバラバラで、国民

には、その魅力が見えにくくなっているように思います。マスコミや世論調査が大きな影響

力を持つようになり、選挙制度が国民の声を正確に反映しないことも重なって、このままで

は、昨年の総選挙の二の舞になるのではないかと私たちは憂慮しています。

　したがって、日本と日本の国民の未来を切り開くためには、共通の政策に基づき活動し、

共通の一致点が見出せない問題については各政党の独自性を保障する、平和といのちを守

る政党連合（仮称）の結成が求められると、私たちは考えました。

　私たちは、９条改憲に反対し、脱原発を支持する政党の皆様が、私たちの提案を真剣に検

討されるよう、心から要望する次第です。　　　　　　　以上

[市民の署名欄］　私たちは、上記要望事項及び要望の理由を支持・賛同し、ここに署名致
します。　
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